
宮崎県中小企業活性化協議会の支援を受けて策定する
再生計画等の調査又は策定費用の一部を補助します

上限額
５０万円／社

対象業種 申請・問合せ先

①フードビジネス業
農業、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、生産用機

械器具製造業（食料品、飲料に関するものに限る。）
②医療機器関連業
業務用機械器具製造業（医療用機械器具に限る。）、医療用

品等の製造
③自動車関連産業
自動車・同附属品製造業、プラスチック製品製造業、ゴム製

品製造業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、電子部品・デバ
イス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、木材・木製品製
造業
④ＩＣＴ産業
情報サービス業、インターネット付随サービス業、情報通信

機械器具製造業
⑤観光関連産業
宿泊業、道路旅客運送業、その他の運輸に附帯するサービス

業、自動車賃貸業、旅行業、スポーツ施設提供業（公園・遊園
地に限る。）

【申請・問合せ先】
宮崎県商工観光労働部

商工政策課経営金融支援室

〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10-1

TEL ０９８５－２６－７０９
７

【問合せ先】
宮崎県プロフェッショナル人材

戦略拠点

〒880-0811
宮崎市錦町１－１０

TEL ０９８５－２３－２６１
３

令和８年度中小企業再生支援強化事業補助金のご案内

その他

○ 補助金交付決定額が予算額に達した時点で、交付申請の受付
を締め切ります。

○ 補助金の交付決定を受けたとしても、予定期間内に調査等が
完了しない場合や調査等を中止する場合等は交付決定が取り消
されます。

① 再生計画等の調査に要する費用  × 補助率（１／６以内）
② 再生計画等の策定に要する費用  × 補助率（１／６以内）
（※①②の合計で上限５０万円／者）

再生計画等の策定を検討している
県内事業者の皆様へ

補助金に関する不明な点は、県商工政策課経営金融支援室へお問合せください。

再生計画（プレ再生計画を含む）の策定等
を検討している県内事業者の皆様へ

補助対象
事業者

補助額の上限は５０万円／者です

補 助 額

補助金の申請

再生計画等の策定
に関するご相談

電話：0985-26-7097（〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10-1）

宮崎県商工観光労働部 商工政策課 経営金融支援室

電話：0985-22-4708（〒880-0811 宮崎市錦町1番10号KITENビル7階）

宮崎県中小企業活性化協議会

申請・問合せ先

宮崎県内に主たる事業所を有する事業者（ただし、宮崎県中小企
業融資制度の融資対象業種を営む者に限る。）であって、国が実施
する「中小企業活性化協議会事業（再生支援）」を利用し、再生計
画等に必要な調査又は策定をするもの
（※その他、県税に滞納がないこと等の要件があります。）

県ホームページもご確認ください。 宮崎県 再生計画 補助金
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